宮城オルレ奥松島コース推進員募集要項

宮城オルレ奥松島コース及びその他の遊歩道（以下「奥松島コース等」という。）の点検、整備等を行うことにより利用者数の増加及び満足度の向上を図ることを目的として、宮城オルレ奥松島コース推進員を募集いたします。

１．募集人数
１名

２．主な活動内容
（１）奥松島コース等の点検及び整備
（２）奥松島コース等の認知度向上を目的としたガイド及び情報発信
（３）その他、市が必要と認める活動

[bookmark: _GoBack]３．委嘱期間
　令和８年４月１日～令和９年３月３１日まで

４．募集対象
　（１）奥松島コース等の実情に精通している方又は奥松島コース等の活性化等に識見を有する
方で、１年以上の実務経験がある方
　（２）活動に意欲や関心を持ち、過去に類似の実務経験がある方
　（３）心身ともに健康で、業務を誠実に活動できる方
　（４）普通自動車運転免許を所持し、日常的な運転に支障のない方
　（５）パソコンやスマートフォンを最低限使用できる方
　（６）東松島市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる暴力団員等に該当しない方
　（７）市税等の滞納がない方
　（８）地方公務員法第１６条に規定する一般職員の欠落条項に該当しない方
　※（１）、（２）については、いずれかに該当する方とする。

５．活動場所
　東松島市内

６．活動時間
　月１５５時間以上とします。

７．報償等
　月額１９１，６００円とします。（予定）
　※賞与、退職金はありません。
　※実績払いのため、委嘱月の翌月から報償費の支払いが開始されます。
　※国民健康保険料、国民年金保険料は各自で加入・支払いとなります。

８．任用形態
　宮城オルレ奥松島コース推進員として市が委嘱します。本市との雇用契約、委託契約は存在しません。そのため、雇用保険には加入せず、個人事業主扱いとなります。

９．活動費補助金
　活動費補助金として、年度内に１，３００，０００円を限度として補助します。（予定）
活動経費として使用できる範囲は次のとおりです。
　（１）活動用車両の借上に要する費用
　（２）活動旅費等移動に要する経費
　（３）作業道具、消耗品等の購入に要する経費
　（４）研修受講に要する経費
　（５）傷害保険料
　（６）その他、市が認める経費
　※四半期ごと（４月、７月、１０月、翌年１月）の概算払いとします。
※委嘱期間の終了日に精算を行います。
　※目的外使用、不正な使途等がある場合は、活動費補助金の一部又は全部の返還を求めること
があります。
　※活動費補助金により購入した備品等は、一定に期間において活動に使用する必要があり、そ
の効果が十分ではない期間内に処分等をする場合、活動費補助金の一部又は全部の返還を求
めることがあります。

１０．応募方法
　宮城オルレ奥松島コース推進員応募用紙を応募・問い合わせ先まで郵送又は持参してください。
　提出締切：令和８年２月２０日（金）１７時（必着）
　※メール提出は不可となります。

１１．選考審査
　書類及び面接による審査を行います。
（１）第１次選考…応募用紙をもとに書類選考します。

（２）第２次選考…面接により合否を決定します。面接日は第１次選考合格者に通知します。

１２．応募・問い合わせ先
　東松島市産業部商工観光課　宮城オルレ奥松島コース担当（内線２１６６）
　〒９８１－０３０３
　宮城県東松島市小野字新宮前５番地
電話：０２２５‐８２‐１１１１/ＦＡＸ：０２２５‐８７‐３８０４
Mail：kanko@city.higashimatsushima.miyagi.jp
